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南区連合町内会長連絡協議会5月定例会

総務局緊急対策課
警戒レベル（避難情報）の変更について

1　警戒レベル（避難情報）の名称変更【全国統一で変更されるもの】

　（1）警戒レベル3の名称見直し　「避難準備・高齢者等避難開始」⇒「高齢者等避難」

　ア　早期の避難を促すターゲットを「高齢者」と明確にします。

　イ　高齢者等以外の避難に時間を要する人も、避難するタイミングとなります。

　令和元年台風第19号等の被害を受け、内閣府により風水害対策が検討され、令和3年5
月中に災害対策基本法が改正され、警戒レベルの「避難情報の名称」が変更されます。

　また、法改正に伴い、本市から発令する避難情報も変更します。

　　※高齢者等の「等」には、障がいのある人などの避難に時間を要する人が含まれます。

（2）警戒レベル4を「避難指示」に一本化

　ア　避難勧告と避難指示（緊急）の一本化により、避難のタイミングを明確化します。

　イ　現行で避難勧告を発令しているタイミングで避難指示を発令します。

（3）警戒レベル5の位置づけ変更　「災害発生情報」⇒「緊急安全確保」

　ア　災害が発生又は切迫し、警戒レベル4での避難場所等への立ち退き避難が安全にでき
　　ない場合に、自宅や近隣の建物で、、急的に安全確保する行動へと行動変容するよう促す

　　情報として位置づけます。

　イ　警戒レベル4（避難指示）を発令した後に、区長（市町村長）が住民等に特に避難を促

　　したい場合に発令することができます。

2　本市から発令する避難情報例

　　緊急速報メール、防災情報Eメール、ツイッター等の警戒レベルの表記を変更します。’

【文例】緊急速報メール（土砂災害警戒情報が発表され、警戒レベル4を発令する場合）

横浜市　【警戒レベル4】　避難指示

こちらは横浜市です。

○月○日○時○分、横浜市北部の一部地域に避難指示を発令しました。

対象地域：即時避難指示対象区域としてあらかじめお知らせしている区域

3　市民の皆様への周知手段等

　（1）広報よこはま6月号
　　　防災特集に、他の防災情報と併せて警戒レベル変更の内容を掲載します。

　　御確認をお願いいたします。

　（2）横浜市ホームページ

　　　市ホームページにも警戒レベル変更の件を掲載します。（5月中旬～）

　（3）広報用チラシ

　　　内閣府が全国統一の広報用チラシを作成中です。完成後、区役所を通じて配布予定です。

　　　（別紙参照）

　（4）内閣府からも国民に対し、出水期（6月）までにメディア等で広く周知される予定です。
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新たな避難情報等

一く警戒レベル4までに必ず避難！〉一
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気象状況懇化

今後気●状況
賠化のおそれ

大雨・洪水・高潮注意報

　　　（気象庁）

　　早期注意情報
　’　（気象庁）

、

これまでの避難情報等

※1市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、　　　　　　”・’A士　　・

※2’　　ヒ示1　　　　　　　　生の　　こン’・A士　　ことになります。

※3警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難する

　　タイミングです。
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大雨・洪水・高潮注意報

　　　（気象庁）

　　早期注意情報
　　　（気象庁）
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行政が指定した避難場所

　　　への立退き避難
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自ら携行するもの

・マスク

・消毒液

・ 体温計

　　　　　　等

安全な親戚・知人宅

への立退き避難

普段から災害時に避難

することを相談して

おきましょう。

※ハザードマップで安全か

　どうかを確認しましょう。

親戚・知人宅
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安全なホテル・旅館

への立退き避難
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通常の宿泊料が必要

です。事前に予約・

確認しましょう。

※ハザードマップで安全か

　どうかを確認しましょう。

屋内安全確保

ハザードマップで以下の

「3つの条件jを確認し

自宅にいても大丈夫かを

確認することが必要です。

．■■想定最大浸水深

※土砂災害の危険がある

　区域では立退き避難が

原則です。

ここなら安全！

0家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていない

　（入っていると…）

、’自 霞幽

1②浸水深よリ居室は高い 1③水がひくまで我慢でき、
1　　水・食糧などの備えが十分
1　　（十分じゃないと…）

1　　水、食糧、薬等の確保が困難になる

1　　ほか、電気、ガス、水道、トイレ等の

1　　使用ができなくなるおそれがあります
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※0家屋倒壊等氾濫想定区域や③水がひくまでの時間（浸水継続時間）はハザードマップに記載がない場合がありますので、お住いの

市町村へお問い合わせください。

豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。やむをえず車中泊する場合は、漫水しないよう周囲の状況等を十分に確認して下さい。


